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平成２４年７月３１日

社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会

「社会資本メンテナンス戦略小委員会（仮称）」の設置について（案）

社会資本整備審議会

交通政策審議会技術分科会 技術部会

１．設置主旨

我が国では、昭和三十年代後半からの高度経済成長期に集中的に整備された社会資

本が、今後急速に老朽化することが見込まれている。このような中、地方公共団体管

理分も含めた社会資本について、老朽化等の実態をより反映した維持管理・更新費用

の将来推計をどのように実施すべきか、トータルコストのさらなる縮減に向け、社会

資本の長寿命化・老朽化対策、その技術開発の方向性はどうあるべきか、少子高齢化、

人口減少をはじめとする社会構造の変化に対応した今後の社会資本の維持管理・更新

はどうあるべきかなど、今後の維持管理・更新のあり方について技術的な観点から検

討する必要がある。

このため、社会資本整備審議会及び交通政策審議会技術分科会の技術部会の下に、

社会資本メンテナンス戦略小委員会（仮称）（以下「小委員会」という。）を設置する。

２．主な審議事項

小委員会においては、次の事項を中心に審議を行うものとする。

・地方公共団体管理分も含めた様々な分野の社会資本に関する実態の把握

・社会資本の維持管理・更新費用の将来推計

・これまでの維持管理・更新に関する技術的進歩の総合レビュー

・社会資本の維持管理・更新に関する技術開発の方向性

・今後の社会資本の維持管理・更新のあり方

３．審議のスケジュール

年度内を目途に中間的な取りまとめを行う。
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社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会 運営規則（案）

社会資本整備審議会運営規則第１０条及び技術分科会運営規則第１０条の規定に

基づき、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会（以下「技術部

会」という。）運営規則を次のとおり定める。

社会資本整備審議会技術部会長

交通政策審議会技術分科会長

(小委員会の設置)

第１条 技術部会長は、必要があると認めるときは、小委員会を設置して調査審議

させることが出来る。

(小委員会の委員）

第２条 小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という。）

は、技術部会に属する委員等のうちから、技術部会長が指名する。

(委員長）

第３条 小委員会に委員長を置き、当該小委員会に属する委員等のうちから、技術

部会長が指名する。

２ 小委員会は、委員長が招集する。

３ 委員長は、小委員会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び調

査審議事項を当該小委員会に属する委員等に通知する。

４ 委員長に事故があるときは、当該小委員会に属する委員等のうちから技術部会

長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

５ 委員長は、調査審議を終了したときは、速やかに調査結果を技術部会長に報告

するものとする。

(議長)

第４条 委員長は、議長として小委員会の議事を整理する。

(委員等以外の者の出席)

第５条 委員長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、小委員会

に出席してその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。

(議事録）

第６条 小委員会の議事については、議事録を作成するものとする。
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(議事の公開）

第７条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由が

あるときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。

２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するもの

とする。

３ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若

しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、

会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることが出来る。

(雑則）

第８条 この規則に定めるもののほか、小委員会の議事の手続きその他運営に関し

必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規則は、平成２４年７月３１日から施行する。
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参考資料 

○社会資本整備審議会運営規則（平成 13 年 2 月 27 日社会資本整備審議会決定） 

 
 
（趣旨） 
第１条 社会資本整備審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続きその他審議

会の運営に関し必要な事項は、社会資本整備審議会令に規定するもののほか、この

規則の定めるところによる。 
 
（会議の招集） 
第２条 審議会は、会長が招集する。 
２ 会長は、審議会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び審議事項

を委員、当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という。）

に通知する。 
 
（書面による議事） 
第３条 会長は、やむを得ない事由により審議会の会議を開く余裕のない場合におい

ては、事案の概要を記載した書面を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に送付

し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えること

ができる。 
 
（議長） 
第４条 会長は、議長として審議会の議事を整理する。 
 
（委員等以外の者の出席） 
第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、審議会に出席

してその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 
 
（議事録） 
第６条 審議会の議事については、議事録を作成するものとする。 
 
（議事の公開） 
第７条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があ

るときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。 
２ 前項ただし書きの場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するもの

とする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若し

くは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、
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参考資料 

議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 
 
（分科会） 
第８条 会長は、必要があると認めるときは、調査審議事項を分科会に付託すること

ができる。 
２ 分科会の議決は、会長が適当であると認めるときは、審議会の議決とすることが

できる。 
３ 分科会の議事においては、第２条から前条までの規定を準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「審議会」とあるのは「分科会」、「会長」とあるのは「分科

会長」と読み替えるものとする。 
 
（部会） 
第９条 審議会又は分科会は、部会を置くことができる。 
２ 会長（分科会に置かれる部会にあっては分科会長。次項において同じ。）は、必

要があると認めるときは、調査審議事項を部会に付託することができる。 
３ 部会の議決は、会長が適当であると認めるときは、審議会（分科会に置かれる部

会にあっては分科会。）の議決とすることができる。 
４ 部会の議事においては、第２条から第７条までの規定を準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」、「会長」とあるのは「部会長」

と読み替えるものとする。 
 
（雑則） 
第 10 条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の議事の手続きそ

の他運営に関し必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。 
 
附則 
この規則は、平成１３年２月２７日から施行する。 
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○交通政策審議会運営規則（平成13年３月13日交通政策審議会決定）

（趣旨）

第１条 交通政策審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続きその他審議会の運営

に関し必要な事項は、交通政策審議会令に規定するもののほか、この規則の定めるとこ

ろによる。

（会議の招集）

第２条 審議会は、会長が招集する。

２ 会長は、審議会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所及び審議事項を委

員、当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という。）に通知す

る。

（書面による議事）

第３条 会長は、やむを得ない事由により審議会の会議を開く余裕のない場合においては、

事案の概要を記載した書面を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に送付し、その意

見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。

（議長）

第４条 会長は、議長として審議会の議事を整理する。

（委員等以外の者の出席）

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、審議会に出席して

その意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。

（議事録）

第６条 審議会の議事については、議事録を作成するものとする。

参考資料
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（議事の公開）

第７条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があると

きは、会議及び議事録を非公開とすることができる。

２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。

３ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは

第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録

又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。

（分科会）

第８条 会長は、必要があると認めるときは、調査審議事項を分科会に付託することがで

きる。

２ 分科会の議決は、会長が適当であると認めるときは、審議会の議決とすることができ

る。

（雑則）

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他運営に関し必要な事

項は、会長が定める。

附 則

この規則は、平成13年３月13日から施行する。

参考資料
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参考資料 

交通政策審議会技術分科会運営規則 

 

（趣旨）  

第１条 技術分科会（以下「分科会」という。）の議事の手続きその他分科 

会の運営に関し必要な事項は、交通政策審議会令に規定するもののほか、 

この規則の定めるところによる。  

 

（会議の招集）  

第２条 分科会は分科会長（以下「会長」という。）が招集する。  

２ 会長は、分科会を招集するときは、あらかじめ、会議の日時、場所 

及び審議事項を委員、当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員（以下 

「委員等」という。）に通知する。  

 

（書面による議事）  

第３条 会長は、やむを得ない事由により分科会を開く余裕のない場合にお 

 いては、事案の概要を記載した書面を委員及び臨時委員に送付し、その意 

見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって分科会の議決に代えることが 

できる。  

 

（議長）  

第４条 会長は、議長として分科会の議事を整理する。  

 

（委員等以外の者の出席）  

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員等以外の者に対し、分科 

会に出席してその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。  

 

（議事録）  

第６条 分科会の議事については、議事録を作成するものとする。  

 

（議事の公開）  

第７条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の 

理由があるときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。  

２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開す 

るものとする。  

３ 前２項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当 
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参考資料 

事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれが 

あるときは、会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とするこ 

とができる  

 

（部会）  

第８条 分科会は、部会を置くことができる。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、調査審議事項を部会に付託するこ 

とができる。  

３ 部会の議決は、会長が適当であると認めるときは、分科会の議決とする 

ことができる。 

４ 部会の議事においては、第２条から前条までの規定を準用する。この場 

合において、これらの規定中「分科会」とあるのは「部会」、「分科会長」 

とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。  

 

（庶務）  

第９条 分科会の庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において総括し、 

及び処理する。  

 

（雑則）  

第10条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他運営に 

関し必要な事項は、会長が定める。  
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